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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第25号） 

１ 児童福祉法施行令の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第26号） 

１ 栃木県ライフル射撃場に利用料金制度を導入するため、所要の規定の整備をすることとしました。（題

名、第５条、第６条、第９条及び別表関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第27号） 

１ 栃木県グリーンスタジアムに利用料金制度を導入するため、所要の規定の整備をすることとしました。

（題名、第10条～第13条及び別表関係） 

２ この条例は、令和６（2024）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県警察関係手数料条例の一部改正（栃木県条例第28号） 

１ 道路交通法の一部改正に伴い、特定小型原動機付自転車運転者講習の講習手数料を新設することとしまし

た。（第８条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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次
に
掲
げ
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 

１
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

２
 
栃
木
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

３
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

４
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

令
和
５
年
７
月
４
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
知
事

 
 
福

 
 
田

 
 
富

 
 
一

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

2
5
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
5
の
４

 
略

 

5
5
の
５

 
児
童
福
祉
法
施
行
令
第

2
1
条

の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令

 
 
の

規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
の
全
部
の

免
除
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

5
6
～

4
9
8
 
略

 

4
9
9
及
び

5
0
0
 
削
除

 
 

     5
0
1
1
略

 

5
0
2
a
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

2
5
条

の
４
第

1
7
項
に
規
定
す
る
事
情
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

 

略
 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
5
の
４

 
略

 

5
5
の
５

 
児
童
福
祉
法
施
行
令
第

2
1
条

の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の

規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
の
全
部
の

免
除
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

5
6
～

4
9
8
 
略

 

4
9
9
 
削
除

 
 

5
0
0
a
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

2
0
条

の
２
第

1
3
項
又
は
第

3
8
条
の
４
第

2
2

項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
事

業
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

 

3
1
,
0
0
0
円

 

5
0
1
 
略

 

5
0
2
a
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

2
5
条

の
４
第

1
6
項
に
規
定
す
る
事
情
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

 

略
 

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
文
書
学
事
課
）

 
 

  

5
0
3
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略

 

5
0
3
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略
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栃
木
県
条
例
第

26
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
昭
和

5
4年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

栃
木
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
設
置
及
び
管
理
条
例

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
５
条

 
利
用
者
は
、
当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を

指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
利
用
料
金
は
、
別
表
に
掲
げ
る
基
準
額
に

0
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
基
準

額
に

1
.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て
知

事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
指
定
管
理
者
は
、
利
用
料
金
を
そ
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
。

 

   

（
利
用
料
金
の
免
除
等
）

 

第
６
条

 
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
た
基
準
に
よ

り
、
利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

    

栃
木
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

 

（
使
用
料
）

 

第
５
条

 
利
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
使
用
料
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。

 

３
 
既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
、
知
事
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
) 
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
射
撃
場
を
利
用
す
る

 

 
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

(2
) 
利
用
の
期
日
前
７
日
ま
で
に
そ
の
利
用
の
取
消
し
を
申
し
出
た
と
き
。

 

 

（
使
用
料
の
減
免
）

 

第
６
条

 
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
条
第
１
項
の
使
用
料

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
過
料
）

 

第
９
条

 
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の

徴
収
を
免
れ
た
者
は
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
５
倍
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該

 

 

   第
９
条

 
略

 

 別
表
（
第
２
条
、
第
５
条
関
係
）

 

１
 
施
設
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

(1
) 
一
般
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

基
準
額
（
１
人
に
つ
き
）

 

３
時
間
ま
で
 

超
過
時
間

 

（
１
時
間
に
つ
き
）

 

略
 

備
考

 

１
 
「
超
過
時
間
」
と
は
、
３
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
時
間
を
い
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
時
間
に

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
あ

 
 

２
 
括
弧
書
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、

1
0人
以
上
の
団
体
が
利
用
す
る
場
合
の

利
用
料
金
の
基
準
額
で
あ
る
。

 

(2
) 
専
用
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

基
準

額
 

午
前
９
時

か
ら
正
午

ま
 

 
で

 

正
午
か
ら

午
後
５
時

ま
 

 
で

 

午
前
９
時

か
ら
午
後

５
時
ま
で

 

超
過
時
間

（
１
時
間

に
つ
き
）

 

略
 

備
考

 

１
 
略

 

２
 
「
超
過
時
間
」
と
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後

５
時
後
に
専
用
利
用
す
る
時
間
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
に

１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
時
間
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
附
属
設
備
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

区
分
 

基
準

額
 

５
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
５
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
５
万
円
と
す
る
。
）
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

 

 第
10
条

 
略

 

 別
表
（
第
２
条
、
第
５
条
関
係
）

 

１
 
施
設
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

(1
) 
一
般
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

使
用
料
（
１
人
に
つ
き
）

 

基
本
料
金

 
超
過
料
金

 

略
 

備
考

 

１
 
「
基
本
料
金
」
と
は
、
３
時
間
ま
で
の
使
用
料
を
い
い
、
「
超
過
料
金
」
と

は
、
３
時
間
を
超
え
る
と
き
に
そ
の
超
え
る
時
間
１
時
間
ま
で
ご
と
の
使
用
料

を
い
う
。

 

２
 
括
弧
書
の
料
金

 
 

 
 

 
 
は
、

1
0人
以
上
の
団
体
が
利
用
す
る
場
合
の

料
金
の

 
 

 
 

 
で
あ
る
。

 

(2
) 
専
用
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

使
用

料
 

午
前
９
時

か
ら
正
午

ま
 

 
で

 

正
午
か
ら

午
後
５
時

ま
 

 
で

 

午
前
９
時

か
ら
午
後

５
時
ま
で

 

超
過
料
金

 

略
 

備
考

 

１
 
略

 

２
 
「
超
過
料
金
」
と
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後

５
時
後
に
専
用
利
用
を
す
る
場
合
の
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
５
時
後
の
専

用
利
用
の
時
間
１
時
間
ま
で
ご
と
の
使
用
料
を
い
う
。

 

２
 
附
属
設
備
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

区
分
 

使
用

料
 

  

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
文
書
学
事
課
）

 
 

  

50
3
～

51
7 
略

 

あ
備
考

 
略

 

50
3
～

51
7 
略

 

あ
備
考

 
略
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   第
９
条

 
略

 

 別
表
（
第
２
条
、
第
５
条
関
係
）

 

１
 
施
設
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

(
1
)
 
一
般
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

基
準
額
（
１
人
に
つ
き
）
 

３
時
間
ま
で
 

超
過
時
間

 

（
１
時
間
に
つ
き
）

 

略
 

備
考

 

１
 
「
超
過
時
間
」
と
は
、
３
時
間
を
超
え
て
利
用
す
る
時
間
を
い
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
時
間
に

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
あ

 
 

２
 
括
弧
書
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、

1
0
人
以
上
の
団
体
が
利
用
す
る
場
合
の

利
用
料
金
の
基
準
額
で
あ
る
。

 

(
2
)
 
専
用
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

基
準

額
 

午
前
９
時

か
ら
正
午

ま
 

 
で

 

正
午
か
ら

午
後
５
時

ま
 

 
で

 

午
前
９
時

か
ら
午
後

５
時
ま
で

 

超
過
時
間

（
１
時
間

に
つ
き
）

 

略
 

備
考

 

１
 
略

 

２
 
「
超
過
時
間
」
と
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後

５
時
後
に
専
用
利
用
す
る
時
間
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
に

１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
時
間
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
附
属
設
備
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

区
分
 

基
準

額
 

５
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
５
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
５
万
円
と
す
る
。
）
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

 

 第
1
0
条

 
略

 

 別
表
（
第
２
条
、
第
５
条
関
係
）

 

１
 
施
設
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

(
1
)
 
一
般
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

使
用
料
（
１
人
に
つ
き
）
 

基
本
料
金

 
超
過
料
金

 

略
 

備
考

 

１
 
「
基
本
料
金
」
と
は
、
３
時
間
ま
で
の
使
用
料
を
い
い
、
「
超
過
料
金
」
と

は
、
３
時
間
を
超
え
る
と
き
に
そ
の
超
え
る
時
間
１
時
間
ま
で
ご
と
の
使
用
料

を
い
う
。

 

２
 
括
弧
書
の
料
金

 
 

 
 

 
 
は
、

1
0
人
以
上
の
団
体
が
利
用
す
る
場
合
の

料
金
の

 
 

 
 

 
で
あ
る
。

 

(
2
)
 
専
用
利
用
の
場
合

 

施
設
区
分
 
利
用
者
区
分

 

使
用

料
 

午
前
９
時

か
ら
正
午

ま
 

 
で

 

正
午
か
ら

午
後
５
時

ま
 

 
で

 

午
前
９
時

か
ら
午
後

５
時
ま
で

 

超
過
料
金

 

略
 

備
考

 

１
 
略

 

２
 
「
超
過
料
金
」
と
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後

５
時
後
に
専
用
利
用
を
す
る
場
合
の
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
５
時
後
の
専

用
利
用
の
時
間
１
時
間
ま
で
ご
と
の
使
用
料
を
い
う
。

 

２
 
附
属
設
備
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

区
分
 

使
用

料
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

 
 

 

 

略
 

 

略
 

 
 

 

 ｚ
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

2
7
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
平
成
５
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

 

               

（
利
用
料
金
）

 

第
1
0
条

 
利
用
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
は
、

当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

 

（
使
用
料
）

 

第
1
0
条

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
許
可
利
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
使
用
料
は
、
前
納
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

（
使
用
料
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
の
全
部
又
は
一

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
使
用
料
の
不
還
付
）

 

第
1
2
条

 
既
に
納
付
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
3
条

 
利
用
者
（
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
許
可
利
用
者
を
除
く
。
）
は
、

当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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栃
木
県
条
例
第

2
7
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
平
成
５
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

 

               

（
利
用
料
金
）

 

第
1
0
条

 
利
用
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
は
、

当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

 

（
使
用
料
）

 

第
1
0
条

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
許
可
利
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
使
用
料
は
、
前
納
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

（
使
用
料
の
免
除
）

 

第
1
1
条

 
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
の
全
部
又
は
一

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
使
用
料
の
不
還
付
）

 

第
1
2
条

 
既
に
納
付
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
3
条

 
利
用
者
（
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
許
可
利
用
者
を
除
く
。
）
は
、

当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 第
1
1
条
・
第

1
2
条

 
略

 

 別
表
（
第

1
0
条
関
係
）

 
 

 
 

 

 
１
・
２

 
略

 

 
３

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

 
 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
 
附
属
設
備
及
び
器
具

 

区
 

 
 
分

 
基

 
 

 
準

 
 
 
額

 

略
 

 
 
備
考

 

 
 

 
１
・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
メ
イ
ン
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
基
準
額
は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に

つ
き
、
午
前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、

午
後
９
時
後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
利
用
料
金
の
基
準
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に

1
.
5
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
４

 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
会
議

室
又
は
附
属
設
備
及
び
器
具
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、

こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
５

 
入
場
料
を
徴
収
し
て
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
専
用

利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際
し
会
議
室
又
は
附
属
施
設
及
び
器
具
を

利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
２
項
に
定
め
る

額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
４
～
８

 
略

 

２
・
３

 
略

 

 第
1
4
条
・
第

1
5
条

 
略

 

 別
表
（
第

1
0
条
、
第

1
3
条
関
係
）

 

 
１
・
２

 
略

 

 
３

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
 
附
属
設
備
及
び
器
具

 

区
 

 
 
分

 
使

 
 

 
用

 
 
 
料

 

略
 

 
 
備
考

 

 
 

 
１
・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
メ
イ
ン
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 

 
 

 
 
は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に

つ
き
、
午
前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、

午
後
９
時
後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
使
用
料
の
額

 
 

 
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に

1
.
5
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
４

 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
会
議

室
又
は
附
属
設
備
及
び
器
具
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 
 

 
 

 
は
、

こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
５

 
入
場
料
を
徴
収
し
て
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
専
用

利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際
し
会
議
室
又
は
附
属
施
設
及
び
器
具
を

利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 
 

 
 

 
は
、
こ
の
表
及
び
前
２
項
に
定
め
る

額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
４
～
８

 
略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
・
３

 
略

 

 第
11
条
・
第

12
条

 
略

 

 別
表
（
第

10
条
関
係
）

 
 

 
 

 

 
１
・
２

 
略

 

 
３

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

 
 

(1
)
・

(
2)

 
略

 

(3
) 
附
属
設
備
及
び
器
具

 

区
 

 
 
分

 
基

 
 

 
準

 
 
 
額

 

略
 

 
 
備
考

 

 
 

 
１
・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
メ
イ
ン
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

の
基
準
額
は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に

つ
き
、
午
前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、

午
後
９
時
後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
利
用
料
金
の
基
準
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に

1
.
5
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
４

 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
会
議

室
又
は
附
属
設
備
及
び
器
具
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、

こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
５

 
入
場
料
を
徴
収
し
て
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
専
用

利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際
し
会
議
室
又
は
附
属
施
設
及
び
器
具
を

利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
２
項
に
定
め
る

額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
４
～
８

 
略

 

２
・
３

 
略

 

 第
14
条
・
第

15
条

 
略

 

 別
表
（
第

10
条
、
第

13
条
関
係
）

 

 
１
・
２

 
略

 

 
３

 
栃
木
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
使
用
料

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(1
)
・

(
2)

 
略

 

(3
) 
附
属
設
備
及
び
器
具

 

区
 

 
 
分

 
使

 
 

 
用

 
 
 
料

 

略
 

 
 
備
考

 

 
 

 
１
・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
メ
イ
ン
グ

ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 

 
 

 
 
は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に

つ
き
、
午
前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、

午
後
９
時
後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定

め
ら
れ
て
い
る
使
用
料
の
額

 
 

 
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に

1
.
5
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
４

 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
会
議

室
又
は
附
属
設
備
及
び
器
具
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 
 

 
 

 
は
、

こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
５

 
入
場
料
を
徴
収
し
て
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
専
用

利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際
し
会
議
室
又
は
附
属
施
設
及
び
器
具
を

利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

 
 

 
 

 
は
、
こ
の
表
及
び
前
２
項
に
定
め
る

額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
４
～
８

 
略

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

28
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

12
年
栃
木
県
条
例
第

12
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
（
道
路
交
通
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
県
は
、
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
手
数
料

の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
１
件
に
つ
き

（
特
別
の
計
算
単
位
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
単
位
に
つ
き
）
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
４
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

申
請
者

 
手
数
料
の

 

種
 

 
別

 
区

 
 
分

 
手
数
料
の
額

 

１
～

11
 
略

 

12
 
法
第

10
8

条
の
２
第

１
項
の
規

定
に
よ
る

講
習
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

 

講
習
手
数
料

 
(1

)
～

(1
4)

 
略

 

(1
5)

 
法
第

1
08
条
の
２
第
１

項
第

15
号
又
は
第

16
号
に
掲

げ
る
講
習

 

略
 

13
 
略

 

備
考

 
略

 

 
（
道
路
交
通
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
県
は
、
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
手
数
料

の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
１
件
に
つ
き

（
特
別
の
計
算
単
位
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
単
位
に
つ
き
）
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
４
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

申
請
者

 
手
数
料
の

 

種
 

 
別

 
区

 
 
分

 
手
数
料
の
額

 

１
～

11
 
略

 

12
 
法
第

10
8

条
の
２
第

１
項
の
規

定
に
よ
る

講
習
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

 

講
習
手
数
料

 
(1

)
～

(1
4)

 
略

 

(1
5)

 
法
第

1
08
条
の
２
第
１

項
第

15
号
又
は
第

16
号
に
掲

げ
る
講
習

 

略
 

13
 
略

 

備
考

 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
00

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）
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─
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栃
木
県
条
例
第

2
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

1
2
年
栃
木
県
条
例
第

1
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
（
道
路
交
通
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
県
は
、
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
手
数
料

の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
１
件
に
つ
き

（
特
別
の
計
算
単
位
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
単
位
に
つ
き
）
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
４
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

申
請
者

 
手
数
料
の

 

種
 

 
別

 
区

 
 
分

 
手
数
料
の
額

 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 
法
第

1
0
8

条
の
２
第

１
項
の
規

定
に
よ
る

講
習
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

 

講
習
手
数
料

 
(
1
)
～

(
1
4
)
 
略

 

(
1
5
)
 
法
第

1
0
8
条
の
２
第
１

項
第

1
5
号
又
は
第

1
6
号
に
掲

げ
る
講
習

 

略
 

1
3
 
略

 

備
考

 
略

 

 
（
道
路
交
通
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
８
条

 
略

 

２
 
県
は
、
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
手
数
料

の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
３
欄
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
１
件
に
つ
き

（
特
別
の
計
算
単
位
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
計
算
単
位
に
つ
き
）
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
４
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

申
請
者

 
手
数
料
の

 

種
 

 
別

 
区

 
 
分

 
手
数
料
の
額

 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 
法
第

1
0
8

条
の
２
第

１
項
の
規

定
に
よ
る

講
習
を
受

け
よ
う
と

す
る
者

 

講
習
手
数
料

 
(
1
)
～

(
1
4
)
 
略

 

(
1
5
)
 
法
第

1
0
8
条
の
２
第
１

項
第

1
5
号
又
は
第

1
6
号
に
掲

げ
る
講
習

 

略
 

1
3
 
略

 

備
考

 
略

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（
警
察
本
部
交
通
企
画
課
）

 
 

 

３
～
６

 
略

 
３
～
６

 
略

 

 


